
7-(1) 医療等分野における番号制度の導入

要望の視点 ３.規制・制度の撤廃や見直し

規制の
根拠法令

「日本再興戦略」改訂2014
「医療等分野における情報の利活用と保護のための環境整備のあり
方に関する報告書」

要望の
具体的内容

　医療等分野においても番号制度を導入し、医療機関等の情報連携
や医学研究等のさらなる推進のため、個人を識別できる基盤を整備
すべきである。

規制の現状と
要望理由等

　政府が導入を進めている「社会保障・税番号制度」は、行政機関等
における情報連携のための基盤整備を目指しており、医療機関等の
情報連携は対象とされていない。一方で、医療機関等の地域連携、公
衆衛生・医療水準に資する医学研究等のさらなる推進には、相当の
長期にわたり個人を識別できる基盤が望まれている。このため、一般
的に機微な情報が多く含まれる医療等分野において、情報をより一層
有効活用するために、効率的で安全な情報連携の方策を定めるとと
もに、患者等と医療等サービス提供側の相互を保護する法整備が必
要と考える。
　番号制度が制定されることで、「医療機関等の役割分担と連携を通
じた切れ目ないサービス提供（医療機能の強化等）」「公衆衛生や医
療水準の向上に資する医学研究等のより一層の推進」「医療保険者
機能の強化（地域の医療費等分析、保健指導の効果的な推進等）」
「国民全てを漏れなくカバーするための皆保険制度の効率的運営（オ
ンライン資格確認等）」の推進が期待され、医療等のサービスの拡充
や質の向上に寄与するものと考えている。

制度の所管官庁
及び担当課

内閣官房社会保障改革担当室
厚生労働省政策統括官付情報政策担当参事官室他、厚生労働省内
関係部局



7-(2) 官民が保有する情報を連携するための基盤構築

要望の視点 １.行政手続の簡素化

規制の
根拠法令

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
る法律（番号法）第２条第８項、第９条、第19条柱書き、第７号、第19
号、第19条第１項、附則第６条第１項、第５項、第６項、別表第一、別
表第二

要望の
具体的内容

　顧客とっての利便性の向上（確実な保障の提供及び手続負担の軽
減等）、行政及び民間事業会社のサービスの品質の向上や事務効率
化・コスト低減を図る観点から、行政が保有する個人（顧客）の住所等
の情報について本人からの要請や事前の同意等により民間事業者に
よる有効な利活用を推進するなど、官民が保有する情報を連携するた
めの基盤を構築すべきである。

規制の現状と
要望理由等

　現在、官民が保有する情報を連携する基盤が存在しないことから、
情報の有効な利活用が図られておらず、国民・行政・民間事業者に多
大なコスト・時間・労力がかかっている。番号法により導入される制度
でも、民間事業者が行政情報を有効に利活用するために、制度開始
当初から官民間で情報連携を行うことはできない。
　東日本大震災に際し、生命保険会社は被災地の戸別訪問等により
安否確認をし、請求勧奨に努めたが、災害時に生命保険会社からの
照会に対して警察や市区町村が被災した被保険者の個人番号や死亡
情報、最新の住所、避難先等を提供できることが明確になれば、確実
な保障の提供が可能となる。同法では利用範囲が社会保障等に限定
されているが、公的保障を補完する生命保険事業の公共性に鑑み、
平時に生命保険会社が本人の事前同意を前提に行政情報を利用で
きれば、迅速かつ確実な保険金等の支払や適切な保全サービスの提
供が可能となり、安全・安心かつ豊かな国民生活の実現に寄与する。
さらに、マイ・ポータルが整備され生命保険会社が利用者フォルダを利
用して通知を行うことができれば、顧客の利便性が一層向上する。同
法では法施行後３年（2018年秋）を目途として検討を行い、所要の措
置を講ずるとされているが、適切な情報管理を前提に官民間の情報を
連携する基盤を構築し、国民の利便性の向上を図り、行政や民間事
業者のサービスの品質向上や事務効率化を図る必要がある。

制度の所管官庁
及び担当課

内閣官房社会保障改革担当室、情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室
内閣府大臣官房番号制度担当室、政策統括官（防災担当）



7-(3)
医療用医薬品におけるより迅速で確実な情報提供の推進（添付文書
情報の電子的な提供の推進）

要望の視点 ３.規制・制度の撤廃や見直し

規制の
根拠法令

 薬事法第52条

要望の
具体的内容

　医療用医薬品の適正使用を推進するためには、最新の情報を提供
すること、また、古い情報が提供されることを防止することが必須であ
る。
　このため、物流のリードタイムなどにより情報の陳腐化が避けられな
い現在の紙媒体による添付文書情報の提供方法について、全面的に
電子的な提供方法に改め、最新情報の提供を確実なものとすべきで
ある。

規制の現状と
要望理由等

＜規制の現状＞
　医療用医薬品に係る添付文書情報は、紙媒体の添付文書を製品に添付す
ることにより提供することとされている。添付文書改訂に係る情報提供は十分
に実施しているものの、安易に製品に添付されている（情報が古くなった）添
付文書を読んだ結果、適正使用上誤った判断を行ってしまう可能性を否定で
きないなか、（独）医薬品医療機器等総合機構のHPでは、ほとんどの医療用
医薬品について、最新の添付文書情報をタイムリーに閲覧することができ
る。添付文書情報のうち、用法・用量の変更等、当該医療用医薬品の承認事
項の一部を変更した場合、当該変更が承認されると、その日をもって従来の
添付文書を添付した製品の出荷が禁止される。そのため、通常より在庫を積
み増すことによって安定供給を確保している。
＜要望理由＞
　全面的に電子媒体を用いた提供に一本化できれば、古い情報を誤って入
手する可能性を排除でき、より迅速でより確実な情報提供を実施することが
出来る。添付文書情報のうち承認事項が変更された場合、生産調整が不要
になる。添付文書情報は「情報」であり、「モノ」よりもはるかにＩＴ化への親和
性が高いにもかかわらず、対応が遅れている。日本再興戦略で目指している
「世界最高水準のIT社会の実現」のためにも必要な対応である。
＜要望が実現した場合の効果＞
　情報提供を迅速で確実に行うことにより適正使用の推進、副作用等の防止
や国民の安全安心・保健衛生の向上に資する。また、生産調整が不要になる
ことにより、大幅なコスト削減が見込まれる。

制度の所管官庁
及び担当課

厚生労働省医薬食品局



7-(4) 中古買取販売業における相手方の真偽確認方法の選択肢拡大

要望の視点 ２.基準や要件の見直し

規制の
根拠法令

古物営業法第15条第１項第２号、古物営業法施行規則第15条第２項

要望の
具体的内容

　古物営業法第15条第１項に定める相手方の真偽を確認するための
方法として、「タブレット端末等上において行う手書きサイン及びその
記録データ」についても認めるべきである。

規制の現状と
要望理由等

＜規制の現状＞
　古物営業法第15条第１項第２号では、相手方の真偽を確認する方法の一つとし
て文書による確認を規定し、古物営業法施行規則第15条第２項において、その方
法「万年筆、ボールペン等により明瞭に記載されたもの」による署名であることを
求めている。電子的な対応として、古物営業法第15条第１項第３号では、電子署
名（電子署名法第２条第１項に規定のもの)の方法も認めている。
＜要望理由＞
　古物買取の確認方法は、電子的な保存は書面に比べて、証拠となる資料の管
理を効率的、安全に行うことが期待されるが、現状では普及が限定的な電子署名
による方法しか認められていないため、民間事業者は電子的な管理の恩恵を享
受にしくい。タブレット等に行う手書きサインの記録データも、書面で万年筆、ボー
ルペン等により行う署名と同等の改ざん防止機能や、必要な情報提供がなされる
限り、古物営業法施行規則第15条第２項における署名と同等に見なすべきと考え
る。
＜要望が実現した場合の効果＞
　タブレット等に対する手書きのサインの記録データを、古物営業法第15条第１項
「相手方の真偽を確認するため」の方法として認めることにより、照会があった際
等、正確かつ迅速に古物買取記録を検索できるため、警察等の捜査に迅速な協
力を行うことができる。また、当該記録をクラウドなどで管理できれば、特定の地
域だけではなく全国的に買取りを行っている事業者への照会も、迅速な回答が期
待される。民間事業者においても、書面の管理による費用等の負担軽減、照会に
対する該当文書の探索の負担軽減等が期待される。

制度の所管官庁
及び担当課

警察庁、警視庁（生活安全課）、都道府県警察本部



7-(5) 電子保存可能書類の明確化と対象とする書類の拡大

要望の視点 ２.基準や要件の見直し

規制の
根拠法令

電子帳簿保存法、地方税法

要望の
具体的内容

　国税関係書類（法定保存帳票）については、原則紙で７年間保存、
所轄税務署へ申請し、許可が下りれば、一部の書類について、スキャ
ナで読取った電子デ－タでの保存（電子保存）が認められている。
　国税関係書類以外の帳票について、保存方法が明確でないものが
多数存在しており、環境への配慮やコスト削減の面からも、電子保存
が可能な書類を明確にし、可能な限り対象を拡げるべきである。

規制の現状と
要望理由等

＜規制の要望＞
　例えばコンビニでの税金等の収納において、現状では顧客より収納
した控を店舗および本部で紙保存しているが、各自治体に電子保存へ
の変更を打診しても、明確な根拠を提示されないまま引続き紙保存を
要請される。
＜要望理由＞
　それらの書類について現状では明確な規定がなく、グレ－ゾ－ンと
なっている。
＜要望が実現した場合の効果＞
　　国が改めて指針を掲げ、電子保存が可能な書類を明確にすれば、
これらの問題は解消し、電子保存が促進されると思われる。これによ
り、長期間紙保存する書類が削減され、紙資源の有効活用、及び環境
への負荷軽減を実現できると考える。

制度の所管官庁
及び担当課

総務省、国税庁



7-(6) 行政機関等からの照会に係る事務手続の簡素化

要望の視点 １.行政手続の簡素化

規制の
根拠法令

「税務署照会」国税徴収法第141条、国税徴収基本通達第２款第141
条関係第５条、国税通則法第74条の２、第74条の３、地方税法第26
条、「福祉事務所照会」生活保護法第29条、「捜査関係事項照会」刑
事訴訟法第197条第２項、事件事務規程（法務省訓令）11条

要望の
具体的内容

　行政機関及び民間事業者の事務効率化・コスト削減を図る観点か
ら、行政機関等による生命保険会社に対する保険契約の有無・内容
（契約日・保険種類・保険金額等）に係る照会文書の様式の統一、及
び番号制度の導入状況を踏まえつつ、照会手続きの電子化を図るべ
きである。

規制の現状と
要望理由等

　行政機関等は多くの様式の紙媒体文書を大量に生命保険会社に送
付する形で保険契約の有無・内容の照会を行っている（ある生命保険
会社では2012年度に約100万件の税務関連の照会あり）。生命保険会
社は行政機関等からの照会をシステム上で機械的に処理することが
困難なため、手作業で目視確認をしながら迅速かつ適切に名寄せ等
の事務処理を行い、回答を行っている。
　行政機関等からの照会文書の様式の統一、及び電子化が図られれ
ば、行政機関及び生命保険会社における正確かつ迅速な事務の実現
だけではなく、行政手続の迅速化により国民の効用も増加する。紙媒
体での照会を電子化することにより、行政機関等の印刷・郵送コストを
削減し、行政事務の効率化を図ることができる。
　多種多様な照会文書の様式を統一することにより、生命保険会社に
おける事務の効率化およびコスト削減が促進され、行政機関等が迅
速に回答を得られる。生活保護の支給開始までにかかる期間等が短
縮され、真に手を差し伸べるべき者に対する支援を早められる可能性
が見込まれる。
　番号法では、制度を導入することにより、行政事務の効率化を図る
効果が期待されている。税務署・福祉事務所からの照会は社会保障・
税分野に係る行政事務にあたるが、行政機関等が個人番号を利用し
た照会を実施し、生命保険会社が個人番号を利用した名寄せを行うこ
とができれば、一層正確かつ迅速な事務を実現できる。

制度の所管官庁
及び担当課

・税務署照会:財務省・国税庁、総務省
・福祉事務所照会:厚生労働省社会・援護局保護課
・捜査関係事項照会:警察庁刑事局捜査第一課



7-(7)
金融機関での税公金収納取引における納付書の電子的な読み取りを
可能とする制度・環境整備

要望の視点 ３.規制・制度の撤廃や見直し

規制の
根拠法令

地方自治法施行令（第168条の３）
銀行法
印紙税法

要望の
具体的内容

　金融機関の窓口事務で行われる税公金収納受付け処理は、納付書
の書式が非常に多数(数万種以上で年々更新される状況)存在してお
り、機械処理・自動受付システム化の難易度が高く、コストがかかる状
況。また金融機関で受付処理を実施した最後に領収印を押す必要が
あり自動機受付などの効率化施策の実現が困難な状況。
　書式の統一または絞込み、自動化処理可能な押印事務代替方法な
どを検討できるよう、制度の見直しや規制緩和等、環境を整備すべき
である。

規制の現状と
要望理由等

＜規制の要望＞
　金融機関では税公金収納取引で、数万種類にも及ぶ多種多様な
フォーマットの納付書を受け付けているが、これが、システム化・効率
化できない要因となっている。また、窓口での税公金収納事務処理で
は人手を介して領収印を押す作業が発生しており、関連制度の状況
等から金融機関として自動化が困難な事務となっている。
＜要望理由＞
　税公金の納付書フォーマットを統一化、あるいは数種類の用途別等
に絞り込むことができれば、機械処理化が進む。また機械的に領収印
などの受取りの証跡を残すとともに、顧客控えを印刷などに代替でき
れば納付事務が自動機で対応が可能となる。
＜要望が実現した場合の効果＞
　納付受付を利用者自らが実施できれば納付処理の接点（ＡＴＭ等で
受付できるようになる）が増え、窓口営業時間外に納付処理ができる
など利便性が向上する。金融機関では納付処理(時期にもよるが事務
全体の１/４にもなる)がシステム化できれば事務効率化が図れる。ま
た収納先は取りこぼしが無くなるなどの効果が見込める。
　納付処理はゆうちょ銀行(独自の制度として対応)やペイジー(バー
コードや所定の番号入力のルール化)では体系化されており、自動機
での受付処理が実現できている。このようなルール化を納付書及び事
務全体に広げることで、更に収納処理のコスト削減につながるものと
考えられる。またマイナンバーなどの制度が加わる場合でも、ＰＣや携
帯などを利用できない方も、紙媒体での処理で、同様の受付サービス
を受けることが可能となる。

制度の所管官庁
及び担当課

総務省、金融庁、国税庁



7-(8) 政府の情報システム調達に関する改善

要望の視点 ２.基準や要件の見直し

規制の
根拠法令

（１）情報システムに係る政府調達の基本指針(以下、「根拠１」）、（２）
平成18年８月25日付け財務大臣通知「公共調達の適正化について
（財計第2017号）　（以下、「根拠２」）、（３）産業技術力強化法（以下、
「根拠３」）、（４）会計法及び「予算決算及び会計令」（以下、「根拠４」）

要望の
具体的内容

以下を推進すべきである。
(1)入札制限の緩和（「根拠１」の「第3章-Ⅰ-1-(2)-⑦」）
(2)損害賠償の上限設定（「根拠１」の「第3章-Ⅲ-3-(6)」）
(3)知的財産権の帰属に関し、民間への帰属（日本版バイドール）（「根
拠３」の第19条）
(4)再委託に伴う情報開示の緩和（「根拠２」）
(5)契約に基づく作業に対する中間支払いの促進（「根拠４」）

規制の現状と
要望理由等

＜規制の現状＞
　（１）の入札制限は分離調達の原則に則り採用されているが、上流工程と下
流工程で業者が異なるため、作業の重複や責任所在が曖昧となる問題があ
る。（２）は「根拠１」で「限度の設定」を規定しているが、実態として制限を設け
る案件は極めて少ない。（３）は「根拠３」に「譲り受けないことができる」につ
いて実態は国に帰属する案件が大多数である。（４）契約金額も含めた開示
が求められ、守秘義務の観点からも問題である。（５）長期プロジェクトであっ
ても終了時の一括支払いとなっている場合がある。
＜要望理由＞
　（１）を画一的に実施することは調達リスクを高め支出の無駄を生む。調達
機会の増大に資する方策だが、案件の性質を踏まえ、慎重に実施すべきで
ある。（２）及び（５）は事業者の健全な経営に影響を及ぼすため改善すべきで
ある。また、（２）に記載の上限がないために、企業は万が一の場合のリスク
を見積もる必要がある。結果として国家予算の無駄遣いとなる。（３）で知財を
企業側が活用できれば、我が国企業の国際競争力向上に貢献こととなり、
「根拠３」の趣旨に合致する。（４）では、企業の競争力に影響を与えるような
情報の開示を求めることは、一般的な取引上の通念からも適切ではない。国
際的に見ても、「根拠２」に記載する情報を求める国はないと理解している。
＜要望が実現した場合の効果＞
　調達の質を高め、IT産業育成にも大いに貢献する。これらの制約は我が国
固有のものであり、海外と比較しても特異で厳しい。改善が進めば、国際的
に整合する競争環境が整うと考える。

制度の所管官庁
及び担当課

内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室、総務省、経済産業省、財務
省



7-(9) 電波法規制の緩和

要望の視点 ３.規制・制度の撤廃や見直し

規制の
根拠法令

電波法施行規則第６条第１項第２号の規定による免許を要しない無線
局の用途並びに電波の型式及び周波数（昭和32年郵政省告示第708
号）

要望の
具体的内容

　免許不要である程度広い範囲の商用アンテナの特性を測る際には、
法令通りに、アンテナから３ｍ離れた地点の電界強度で規定すると微
弱な電波しか出せない。例えば、１km角に近い敷地がある会社などで
は、その敷地の境界点での電界強度を基準にすれば、実用的な出力
でアンテナの評価ができる。また、外部に対して電波による影響を出さ
ずにこの測定が行える。３m規定の電界強度の規制を緩和すべきであ
る。

規制の現状と
要望理由等

＜規制の現状＞
　電波発信源から３m地点における電界強度が規制値になっている。

＜要望理由＞
　アンテナ等新規装置開発時に必要な実験が、敷地外では規制値内
になっている場合でも、安易に行えないため、電波暗室等に過大な投
資が必要となり、製品のコストアップ、世界的競争力の低下を招いてい
る。

＜要望が実現した場合の効果＞
　関連する製品の製品コストを低下させるとともに、開発速度のアップ
し、無線関連分野への新規参入が容易になる。

制度の所管官庁
及び担当課

総務省総合通信基盤局



7-(10) 携帯電話回線の利用制限の見直し

要望の視点 ２.基準や要件の見直し

規制の
根拠法令

電波法施行規則第３条第４号、第４条第12号

要望の
具体的内容

　近年、飛行ロボットの利活用が進んでいる。飛行ロボットで撮影した
画像をリアルタイムに受信するには、現在Wi-Fiあるいは画像伝送装
置を用いているが、送受信距離に限界があり、概ねWi-Fiでは100m、
1.2GHｚの画像伝送装置でも１～２kmが限度である。同様に、飛行ロ
ボットやカメラの制御はZigBeeを利用しているが、到達距離は120m程
度が限界である。
　そこで、飛行ロボットに携帯電話の通信モジュールを搭載し、遠方で
あっても飛行ロボットにより撮影した画像をリアルタイムに確認するとと
もに飛行ロボットの制御を可能にすべきである。

規制の現状と
要望理由等

＜規制の現状＞
　携帯電話は、通話の輻輳を避け多数の携帯電話の利用を図るため、陸上
あるいは河川、湖沼等でのみ利用できる陸上移動局とされており、飛行ロ
ボットに搭載して利用することは、認められていない。
＜要望理由＞
　飛行ロボットは人間が容易に近づけない場所を撮影するのに効果的である
が、予め飛行ルートを設定して撮影すると同時にメモリーに記憶させ、戻って
きてからメモリーを取り出して画像を確認している。そのため、対象の場所を
的確に調査・把握することが困難である。また、老朽インフラの点検を飛行ロ
ボットを利用して行うことを計画しているが、劣化場所を見つけた場合など、
その状況に応じた臨機応変の対応が必要であり、飛行ロボットの制御を随時
適切に行う必要がある。長大橋の場合など、Wi-FiやZigBeeは通信距離が短
く、リアルタイムの画像の確認や飛行ロボットの制御が困難である。このよう
な場所を撮影する飛行ロボットの高度は、地上の構造物の高度以下であり、
飛行ロボットの画像伝送・制御用に携帯電話回線を利用したとしても、他の携
帯電話に影響を与えるものではない。
＜要望が実現した場合の効果＞
　飛行ロボットに携帯電話の通信モジュールを搭載することができれば、人間
が容易に近づけない場所の映像を飛行ロボットにより撮影し、その画像をリ
アルタイムに確認することができる。また、その画像を確認することにより、必
要に応じ飛行ロボットを制御し、飛行ルートの変更、カメラの制御等を随時適
切に行うことができる。これにより、人間が容易に近づけない場所の把握を的
確に行うことができる。

制度の所管官庁
及び担当課

総務省　電波部電波政策課、同部移動通信課



7-(11) 主任無線従事者制度の条件緩和

要望の視点 ２.基準や要件の見直し

規制の
根拠法令

電波法第39条、施行規則第34条の３

要望の
具体的内容

　無線従事者であっても、異動時には同一免許人の無線局であれば
３カ月を待たずに主任選任が可能となるよう規制緩和すべきである。
また、主任無線従事者講習受講期間を１年以内とすべきである。
更に電波法関係審査基準には無線設備の操作監督の要素として「臨
場性」を求めており、必ず主任無線従事者を無線局の傍に配置する必
要がある。しかし、運用する無線局によっては無線局を離れた場所で
の監督も可能であり、この要件を緩和すべきである。

規制の現状と
要望理由等

＜規制の現状＞
　現在の主任無線従事者専任の条件（一部）
選任を受けようとする無線局の操作・監督を行うために必要な無線従
事者資格を持っていること。選任を受ける無線局等に、選任日より前５
年間において３カ月以上の従事経歴を持っていること。主任無線従事
者を選任した無線局の免許人は、選任の日から６カ月以内、以後５年
に１回主任無線従事者として選任した者に、主任無線従事者講習を受
けさせなければならない。（講習開催月は６月、10月、２月）電波法関
係審査基準には無線設備の操作監督の要素として「臨場性」を求めて
おり、必ず主任無線従事者を無線局の傍に配置する必要がある。
＜要望理由＞
　上記条件が設定されていることにより、人事異動等の場合、一時的
に人員を増員した状態で資格者の維持が必要となる場合がある。
＜要望が実現した場合の効果＞
　同一免許人の無線局であれば、従事経歴の縛りを無くすことにより
資格所有者人員確保の軽減及び、より柔軟な人員配置を実施するこ
とができる。受講期間を６カ月以内から１年以内とする事により、年３
回の受講選択が可能となる。（例：7月に選任を受け10月に講習の受
講を予定していたが、交通事故などの不測の事態により受講不可と
なった場合に６カ月以内の講習受講が不可能となる。一年以内とする
ことで次の２月の講習での受講が可能となる）

制度の所管官庁
及び担当課

総務省　総合通信基盤局



7-(12)
時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話が利用可能な周
波数の技術的条件の見直し

要望の視点 ２.基準や要件の見直し

規制の
根拠法令

電波法施行規則第６条第４項第５号
無線設備規則第49条の８の２の２第１項第１号ハの規定に基づく総務
省告示第389号２の４の（ニ）

要望の
具体的内容

　経済的で機能の高度化を実現すべく検討された時分割多元接続方
式広帯域デジタルコードレス電話の技術基準であるが、時分割多元接
続方式狭帯域デジタルコードレス電話の制御チャネルの電波を検出し
た場合には、割当てられた５つの周波数のうち３つの周波数で電波の
発射が規制されて通信容量が大きく減じられてしまうため、通信品質
を確保するための代替周波数を割当てるべきである。
　代替周波数は、他の無線システムとの共用条件を変化させないよ
う、現在共用しているＰＨＳの無線局との共用周波数を拡大することが
望ましく、具体的には1884.5～1893.5MHzの周波数を追加共用すべき
である。

規制の現状と
要望理由等

＜規制の現状＞
　時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局は、受信電
力が-82dBmを超える時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の
制御チャネルの電波を受信した場合に、時分割多元接続方式広帯域デジタ
ルコードレス電話に割当てられた５つの周波数の内３つの周波数で電波の発
射が規制される。
＜要望理由＞
　時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話システムの通信容量
が最大60チャネルから最大24チャネルへと減じられ、折角導入されたデジタ
ルコードレス電話の新方式で高度化アプリケーションを実現するにはチャネ
ル不足となる。規制される周波数分の代替周波数があれば通信品質を確保
することができる。デジタルコードレス電話の無線局は既にＰＨＳの無線局と
周波数を共用しており、共用周波数を拡大すれば周辺の無線システムに変
化を与えることはない。新たに共用を要望する1884.5～1893.5MHzの周波数
は、ＰＨＳの無線局の需要予測を元に2001年に追加割当されたが、現在の契
約者数は需要予測当時を下回っており、年間300万局以上増加している時分
割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局との共用周波数を
拡大すべきである。
＜要望が実現した場合の効果＞
　高度化アプリケーションを高品質かつ安価に提供し、発生するトラフィックを
集約して固定通信網へ運ぶことで携帯電話のトラフィックをオフロードすること
ができる。携帯電話は移動利用に必要な電波資源を勘案すれば良く、総合
的に限りある電波資源を有効利用する効果が期待できる。

制度の所管官庁
及び担当課

総務省　総合通信基盤局電波部移動通信課



7-(13) 無線局機器に関する基準認証制度の緩和

要望の視点 ２.基準や要件の見直し

規制の
根拠法令

無線局機器に関する基準認証制度

要望の
具体的内容

　新しい通信機器や通信方式の研究開発を目的とした電波発信を可
能とするために設置された「実験免許局認定」の範囲拡大、および端
末機器等の「電波法認証」にかかる無線通信試験の条件緩和をすべ
きである。

規制の現状と
要望理由等

＜規制の現状＞
　通信事業者等の通信局などで使われている通信機器の認定は、「無線局
機器に関する基準認定制度の手順」に従い、電波発信検査等に合格したも
のに与えられている。通信機器の新機種や新たな通信技術の開発には「実
験免許局認定」が設置されており、通常制度の手順から一部検査が簡素化さ
れ、事業者の機器等の開発期間の短縮に寄与する制度となっている。これと
は別に、ユーザーが使う端末機器に関しては電波法認証の「技術基準適合
証明」を得る必要がある。
＜要望理由＞
　「実験免許局認定」において、中継局に使われる機器の認定が簡素化され
ても、末端の通信局で使用される通信機器の認定は従来の認定制度により
行われるため、システム全体の認定は従来の制度に引きずられる形となり、
「実験免許局認定」による開発期間短縮の効果は享受できているとはいいが
たい。また、ユーザーが使う端末機器に関しては、パラメータを変えながらの
検証等が規制されている。現在５GHz帯は、無線LAN、交通システム、衛星シ
ステム、気象レーダなどの共存利用研究等加速し、オリンピック時のサービス
提供を見据えて開発が急務となっている。「実験免許局認定」の適応範囲を
末端通信局で使われる通信機器にまで拡大することが望まれる。さらには、
サブGＨｚ帯、６０GＨｚ帯においても同様な認定が行われることを望む。また端
末機器に対しては、例えば半径50m程度の空間における試験という一定の条
件を前提に実験を行うことを可能とするなどの要件緩和を望む。
＜要望が実現した場合の効果＞
　新製品やシステムの市場導入までの期間の大幅短縮。

制度の所管官庁
及び担当課

総務省 総合通信基盤局 電波部



7-(14) クラウドのサービスレベル基準/技術基準の制定

要望の視点 ２.基準や要件の見直し

規制の
根拠法令

現状なし

要望の
具体的内容

　クラウドサービスにおいて、信頼性や性能などのサービスレベルに対
する共通の基準を制定すべきである。これによって、利用者は、サー
ビスレベルの異なるクラウドサービスを容易に区別して選択することが
可能となり、クラウドサービスの活用が促進される。また、プロバイダに
とっては、利用者に対して高いサービスレベルを訴求することが容易と
なり、クラウドサービスビジネスが活性化され、さらに安定したクラウド
サービスの提供が促進されることによって、社会や企業のＩＴ基盤の安
定化・クラウド活用による効率化の進展が期待できる。

規制の現状と
要望理由等

＜規制の現状＞＜要望理由＞
　一般にクラウドサービスプロバイダは、自社のサービスを特徴付ける目的
で、それぞれ独自のサービスレベル、信頼性を規定してクラウドサービスを提
供する。しかし、現状では、サービスに対して規定されるサービスレベル、信
頼性について共通の基準が存在しないため、利用者は、いろいろなプロバイ
ダのクラウドサービスレベルを簡単に比較して、目的に適したサービスレベル
を規定しているクラウドサービスを選択することは困難である。結果として、仮
に高いサービスレベルを提供しようとするプロバイダがあっても、それが正当
に評価されず、最低レベルのサービスレベルを提供するプロバイダが設定す
るサービス料金まで値下げ要求されることになるという問題が生じている。上
記の問題を解決するために、クラウドサービスのサービスレベルに対して共
通のランク付けの基準を制定する。たとえば、可用性に関しては、99.99%以上
を特A級、99.99%未満99.9%以上をA級、99.9%未満をB級、といった基準を制定
し、クラウドサービスプロバイダが自社のサービスに対して、このランク付けを
明示できるようにする。
＜要望が実現した場合の効果＞
　利用者にとってはプロバイダ、サービスの正当なランクが判別しやすくなる
ことによって、活用用途によるクラウドサービスの選択・使い分けが可能とな
り、稼働後のトラブルが減少し、クラウドサービスの活用が促進される。プロ
バイダにとっては、利用者に対して高いサービスレベルのサービスを訴求す
ることが容易となるため、クラウドサービスビジネスが活性化され、さらに安定
したクラウドサービスの提供が促進されることによって、社会や企業のＩＴ基盤
の安定化・クラウド活用による効率化の進展が期待できる。

制度の所管官庁
及び担当課

経済産業省商務情報政策局情報処理振興課



7-(15)
政府機関のクラウドサービス利用における情報セキュリティ対策の明
確化と各国政府の要求事項の差異の明確化

要望の視点 ２.基準や要件の見直し

規制の
根拠法令

「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群(平成26年度版)」「政
府機関の情報セキュリティ対策のための統一規範」「政府機関の情報セキュリ
ティ対策のための統一基準の策定と運用等に関する指針」「政府機関の情報
セキュリティ対策のための統一基準(平成26年度版)」「府省庁対策基準策定
のためのガイドライン」

要望の
具体的内容

　政府のクラウドサービス利用において、適用業務の秘匿度に対応し
たシステムのセキュリティ強度の具体的基準と監査方法を制定し、こ
れを調達要件の一つとして提示する。
　また、各国（米英）政府の政府クラウド要求事項や監査方法との差
異を明確にすべきである。

規制の現状と
要望理由等

＜規制の現状＞
　政府のＩＣＴシステムの情報セキュリティについて具体的なセキュリティ強度
の共通調達基準と監査基準（ＩＡ)がない。パブリッククラウドサービス（ＩａａＳ）
は、世界共通基盤で構築運営されているが、政府のセキュリティ要求事項が
明確でない。
＜要望理由＞
　クラウドサービスの適用業務の秘匿度に応じた情報の配置とシステムのセ
キュリティ強度の共通基準を制定し、調達要件の一つとして提示していただき
たい。グローバル化が進み、海外政府でのクラウドサービス利用の話が出て
いるが、共通基盤で開発・運営されているため日本の開発、運用部隊が、海
外からの監査対象となってきている。監査内容が公開されておらず苦慮して
いるため、政府調達システムの監査（ＩＡ)の基準を定め、英米間で情報共有を
図り、明確にすべきである。米国政府はＮＩＳＴ ＳＰ800シリーズ、英国政府はビ
ジネスインパクトレベル(ＩＬ)としてセキュリティ基準を定めている。
https://www.ipa.go.jp/security/publications/nist/
http://www.cesg.gov.uk/publications/Documents/business_impact_tables.pdf
＜要望が実現した場合の効果＞
　適用業務の秘匿度に対応したセキュリティ強度のサービスが提供できる。情
報の重要度に応じたデータの配置が徹底できる。要求事項が明確になる事に
より、設計段階から機能を盛り込めコストダウンにつながる。認定の共通化に
より、海外監査会社のへの監査費用の削減とノウハウの流出が防げる。国内
クラウド事業者の監査技術の向上が図れる。

制度の所管官庁
及び担当課

内閣官房情報セキュリティセンター


